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○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
三
号 

 
 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準
䥹
令
和
五
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号
䥺
第
十
二
条
第
二
項
䣍
第
十
三
条
第
四
項
䣍
第
十

七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
䣍
認
定
日
本
語
教
育
機
関
に
関
し
必
要
な
事
項
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
䣎 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
   

  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

文
部
科
学
大
臣 

盛
山 

正
仁 

 

䥹
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
表
示
䥺 

第
一
条 

留
学
の
た
め
の
課
程
䥹
認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準
䥹
以
下
䣓
認
定
基
準
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
留
学
の
た
め
の
課
程
を
い
う
䣎
䥺
を
置
く
認
定
日
本
語
教
育
機
関
䥹
日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る

た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
䥹
令
和
五
年
法
律
第
四
十
一
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

表
示
䥹
以
下
䣓
表
示
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
別
図
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

２ 

就
労
の
た
め
の
課
程
䥹
認
定
基
準
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
就
労
の
た
め
の
課
程
を
い
う
䣎
䥺
を
置
く
認
定
日
本
語
教
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育
機
関
に
係
る
表
示
は
䣍
別
図
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

３ 
生
活
の
た
め
の
課
程
䥹
認
定
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
活
の
た
め
の
課
程
を
い
う
䣎
䥺
を
置
く
認
定
日
本
語
教

育
機
関
に
係
る
表
示
は
䣍
別
図
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

４ 

認
定
基
準
第
十
六
条
第
一
項
の
目
的
䥹
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
䣓
目
的
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
異
な
る
二
以
上
の
日
本
語
教
育

課
程
䥹
法
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
語
教
育
課
程
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
を
置
く
認
定
日
本
語
教
育
機
関
は
䣍
広
告
等

䥹
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
告
等
を
い
う
䣎
䥺
に
䣍
各
日
本
語
教
育
課
程
の
目
的
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
表
示
を
複
数
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

䥹
校
地
を
自
己
所
有
と
同
等
と
認
め
る
場
合
䥺 

第
二
条 

認
定
基
準
第
十
二
条
第
二
項
の
校
地
が
自
己
所
有
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
負
担
附
き
で
な
い
も
の
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
䣍
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
䣎 

一 

校
地
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
負
担
附
き
で
あ
る
場
合
で

あ
䣬
て
䣍
当
該
負
担
附
き
で
あ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
負
担
が
当
該
設
置
者
の
資
産
状
況

等
か
ら
み
て
当
該
校
地
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
す
る
上
で
支
障
が
な
く
䣍
か
つ
䣍
当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
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語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

二 
校
地
䥹
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有

に
属
す
る
も
の
で
あ
䣬
て
法
令
に
よ
り
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
譲
渡
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ

る
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
䥹
当
該
校
地
の
上
の
建
物
を
校
舎
と
し
て
使
用
す
る
場
合
で
あ
䣬

て
䣍
校
舎
の
所
有
者
が
校
地
の
所
有
者
と
異
な
る
と
き
は
䣍
校
舎
の
所
有
者
䥺
が
䣍
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

後
最
初
の
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り

使
用
で
き
る
保
証
の
あ
る
賃
借
権
又
は
地
上
権
及
び
当
該
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う

能
力
を
有
し
て
お
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ

と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

三 

校
地
の
面
積
の
半
分
以
上
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
そ
の
他

の
部
分
の
校
地
に
つ
い
て
䣍
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
䥹
当
該
校
地
の
上
の
建
物
を
校
舎
と
し
て
使
用
す
る
場
合

で
あ
䣬
て
䣍
校
舎
の
所
有
者
が
校
地
の
所
有
者
と
異
な
る
と
き
は
䣍
校
舎
の
所
有
者
䥺
が
䣍
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
後
最
初
の
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
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わ
た
り
使
用
で
き
る
保
証
の
あ
る
賃
借
権
又
は
地
上
権
及
び
当
該
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を

支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が

な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

四 

専
修
学
校
䥹
学
校
教
育
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
䥺
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
い
う
䣎
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
又
は
各
種
学
校
䥹
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い

う
䣎
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
の
設
置
者
が
䣍
当
該
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
つ
い
て
法
第
二
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
䣎 

五 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が
䣍
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
又
は
教
育
機
関
䥹
学
校
教
育
法
第

一
条
に
規
定
す
る
学
校
䣍
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
い

う
䣎
次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
十
年
以
上
継
続
し
て
運
営
す
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
前
四
号
に
掲
げ
る

場
合
と
同
程
度
に
䣍
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

 

䥹
校
舎
を
自
己
所
有
と
同
等
と
認
め
る
場
合
䥺 

第
三
条 

認
定
基
準
第
十
三
条
第
四
項
の
校
舎
が
自
己
所
有
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
負
担
附
き
で
な
い
も
の
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
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場
合
は
䣍
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
䣎 

一 
校
舎
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
負
担
附
き
で
あ
る
場
合
で

あ
䣬
て
䣍
当
該
負
担
附
き
で
あ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
負
担
が
当
該
設
置
者
の
資
産
状
況

等
か
ら
み
て
当
該
校
舎
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
す
る
上
で
支
障
が
な
く
䣍
か
つ
䣍
当
該
校
舎
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本

語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

二 

校
舎
䥹
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有

に
属
す
る
も
の
で
あ
䣬
て
法
令
に
よ
り
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
譲
渡
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ

る
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が
䣍
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
最
初
の
当
該
認
定
日

本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
使
用
で
き
る
保
証
の
あ

る
賃
借
権
及
び
当
該
賃
借
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
校
舎
を
使
用

し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

三 

校
舎
の
床
面
積
の
半
分
以
上
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
か
つ
䣍
そ
の

他
の
部
分
の
校
舎
に
つ
い
て
䣍
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が
䣍
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
最
初
の
当
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該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
使
用
で
き
る

保
証
の
あ
る
賃
借
権
及
び
当
該
賃
借
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り
䣍
か
つ
䣍
当
該
校

舎
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
䣎 

四 

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
設
置
者
が
䣍
当
該
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
つ
い
て
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
䣎 

五 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が
䣍
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
又
は
教
育
機
関
を
十
年
以
上
継
続

し
て
運
営
す
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
前
四
号
に
掲
げ
る
場
合
と
同
程
度
に
䣍
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営

す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
䣎 

 

䥹
留
学
の
た
め
の
課
程
の
修
業
期
間
に
係
る
特
別
の
事
情
䥺 

第
四
条 

認
定
基
準
第
十
七
条
第
一
項
の
特
別
の
事
情
は
䣍
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
日
本
語
教
育
課
程
を
設
置
す
る
場
合

と
す
る
䣎 

一 

一
以
上
の
高
度
に
自
立
し
て
日
本
語
を
理
解
し
䣍
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
以
上
の
能
力
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
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目
標
と
し
た
修
業
期
間
一
年
以
上
の
日
本
語
教
育
課
程
を
設
置
す
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
課
程
で
あ
る
こ

と
䣎 

二 

高
度
に
自
立
し
て
日
本
語
を
理
解
し
䣍
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
以
上
の
能
力
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す

る
課
程
で
あ
る
こ
と
䣎 

三 

生
徒
が
我
が
国
に
適
正
に
在
留
し
䣍
学
習
を
継
続
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
体
制
が
適
切
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
課
程
で
あ
る
こ
と
䣎 

 

䥹
授
業
の
方
法
䥺 

第
五
条 

認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
は
䣍
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

一 

通
信
衛
星
䣍
光
フ
䣴
イ
バ
等
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
䣍
多
様
な
メ
デ
䣵
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
䣍
文
字
䣍
音
声
䣍
静
止

画
䣍
動
画
等
の
多
様
な
情
報
を
一
体
的
に
扱
う
も
の 

二 

同
時
か
つ
双
方
向
に
行
わ
れ
る
も
の 

三 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
に
お
い
て
䣍
対
面
授
業
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の 
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２ 

認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
校
舎
以
外
の
場
所
で
授
業
を
恒
常
的
に
履
修
さ

せ
る
場
合
に
は
䣍
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

当
該
授
業
を
履
修
さ
せ
る
校
舎
以
外
の
場
所
が
䣍
認
定
基
準
第
十
四
条
に
規
定
す
る
教
室
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
䣎 

二 

連
携
す
る
他
の
者
と
の
間
で
䣍
次
の
事
項
を
定
め
た
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
䣎 

イ 

日
本
語
教
育
課
程
の
編
成
䣍
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
䣍
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点

検
及
び
評
価
そ
の
他
の
日
本
語
教
育
䥹
法
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
語
教
育
を
い
う
䣎
䥺
の
実
施
に
関
す
る
連
携
に
関

す
る
事
項 

ロ 

事
故
䣍
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
事
項 

ハ 

使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項 

ニ 

そ
の
他
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
及
び
連
携
す
る
他
の
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

三 

授
業
を
認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
場
合
に
は
䣍
当
該
授
業
を
履
修
さ
せ
る

校
舎
以
外
の
場
所
に
補
助
者
を
配
置
し
䣍
か
つ
䣍
視
聴
覚
機
器
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
る
こ
と
䣎 
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附 

則 

 
こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

附 
則
䥹
令
和
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
二
号
䥺 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 
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別図第一号（第一条第一項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「留学」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Study in Japan」の文字は、配置及び大きさを

変更し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

はえん脂色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよ

い。 

一 黄金色及びえん脂色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及びえん脂色とすることが不適当な場合 白色 
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別図第二号（第一条第二項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「就労」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Workplace」の文字は、配置及び大きさを変更

し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

は深緑色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよい。 

一 黄金色及び深緑色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及び深緑色とすることが不適当な場合 白色 
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別図第三号（第一条第三項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「生活」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Daily life」の文字は、配置及び大きさを変更

し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

は紺青色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよい。 

一 黄金色及び紺青色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及び紺青色とすることが不適当な場合 白色 

 

 

 


